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１　おもな制度改正の要点
◎　老年者控除が廃止されました。（住民税・所得税）
　６５歳以上の方で合計所得金額が１，０００万円以下の場合
に適用された老年者控除の制度は、平成１６年分限りで廃
止されました。
　寡婦、寡夫控除の対象になる方は、寡婦、寡夫控除が
受けられます。
◎　６５歳以上の方（昭和１６年１月１日以前に生まれた方）
の公的年金等に関する雑所得の計算方法が変わりました。
（住民税・所得税）
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◎　６５歳以上で前年の合計所得金額が１２５万円以下の方に
対する非課税措置が、平成１８年度から廃止されます。（住
民税）
　平成１７年１月１日現在、６５歳以上であった方について
は、平成１８年度分は３分の１、平成１９年度分は３分の２
が課税される緩和措置が実施され、平成２０年度分からは
全額課税となります。
◎　社会保険料控除証明書の添付・提示が義務付けられま
した。（所得税・住民税）
　　所得税法などの一部が改正され、国民年金保険料を社
会保険料控除として申告する場合に、１年間に納付した国
民年金保険料を証明する書類を添付・提示することが義
務付けられました。
※　生命保険会社などから送付される控除証明書と同様に、
一年間に納付した国民年金保険料の額を証明する「社会
保険料（国民年金保険料）控除証明書」（ハガキ）が、
社会保険庁から昨年の１１月上旬に送付されています。

　　証明内容は昨年１月から９月末日までに納付された国
民年金保険料額と、年内に納付が見込まれる場合の納付
見込額です。１０月以降に初めて保険料を納付した方につ
いては、２月上旬に同様の証明書が送付されます。
　　必ずこの証明書や領収証書が必要となりますので、大
切に保管してください。
□問い合わせ先
　控除証明書専用ダイヤル　�０５７０（００）９９１１
　半田社会保険事務所　　　�（２１）２３２１
◎　露地野菜・花き・果樹などの農業所得標準が平成１６年
分から廃止されました。（所得税・住民税）
　　平成１７年中に露地野菜・花き・果樹などの農業所得を
得た方は、収入金額や必要経費を記録して、収支計算に
より申告する必要があります。
　　露地野菜などとあわせて水稲の作付けを行っている方
も、すべての作目について収支計算を行う必要がありま
す。（露地野菜などの作付けがある旨申告された方には、
「農業のお知らせ」は送付しません。水稲のみ作付けさ
れた方には、「農業のお知らせ」を２月上旬に送付しま
す。）
※　収支計算について分からないことは、半田税務署（個
人課税部門）�（２１）３１４１へ問い合わせてください。

控除額公的年金の収入金額Ａ受給者の年齢
Ａの金額１２０万円以下

６５歳以上の人
１２０万円１２０万円超３３０万円以下

Ａ×２５％＋３７５，０００円３３０万円超４１０万円以下
Ａ×１５％＋７８５，０００円４１０万円超７７０万円以下
Ａ×５％＋１，５５５，０００円７７０万円超

２　定率減税が一部縮減して実施されます。
　平成１７年分の所得税については、平成１６年分同様実施さ
れます。
　平成１８年分の所得税、平成１８年度町県民税から縮減して
実施されます。
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●給与所得がある方
　「扶養控除等（異動）申告書」を提出している給与所得者
については、その給与の支払者のもとで年末調整により控
除されます。
　なお、次に該当する方は、確定申告によって精算するこ
とになります。
　①　給与の収入金額が２，０００万円を超える方
②　給与の支払いを２カ所以上から受けている方で、年
末調整を受けない給与の収入金額と給与所得や退職所
得以外の所得の金額の合計額が２０万円を超える方

③　年の途中で退職した方で、年末調整を受けなかった
方

④　労働した時間や日によって給与を受ける方（丙欄適
用者）

⑤　給与所得以外の所得があるため、確定申告の必要が
ある方

●公的年金等を受けている方
　「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」を提出してい
る公的年金等の受給者については、その公的年金等の支払
者のもとで控除されますが、最終的な定率減税額の精算は、
確定申告によって受けることになります。
●事業所得や不動産所得などがある方
　事業所得や不動産所得がある方は、予定納税第１期（８
月）分から控除され、控除しきれない部分については、第
２期（１１月）分から控除されます。予定納税のない方は、
確定申告により定率減税の適用を受けることになります。

３　納税には、口座振替の利用を
　所得税や消費税の納税には、安全で便利な振替納税を利
用してください。　
　振替納税は、あなたの預貯金口座（銀行、農協、郵便局
など）から、口座振替により、納税することができるもの
です。
①　あなたの預貯金口座から、決められた納期限に自動
的に引き落とされます。

②　納付のため、現金を用意したり、金融機関に出かけ
て納税する必要がありません。

③　うっかり納税を忘れて、延滞金を払うこともありま
せん。
　手続は簡単です。「預貯金口座振替依頼書」に必要
事項を記入して、税務署か、ご利用の金融機関に提出
するだけです。
（確定申告の期間中は、役場の申告会場でも提出でき
ます。）

　控除率など
平成１８年分所得税
平成１８年度個人住民税

平成１７年分所得税
区　　分

上　限控除率上　限控除率
１２．５万円１０％２５万円２０％所　得　税
２万円７．５％個人住民税
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